
 eq \o\ad(物品購入（修繕）入札参加資格審査申請書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)物品購入（修繕）入札参加資格審査申請書
年　　月　　日　　
　　　　飯舘村長　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請人　住　　　　　所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（郵便番号　　　-　　　）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　　局）　　　　番　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名代表者氏名　　　　　　　　　　　　印　　
　　飯舘村の物品の買入れ（修繕）の入札に参加したいので，資格審査（eq \o \ac(\s \up 6(新規),\s \up-6(更新))新規更新）をしてください。
　　　なお，この申請書及び添付書類の記載事項は，すべて事実と相違なく，かつ，地方自治法施行令第167条の４第１項及び第２項のいずれにも該当していないことを誓約します。
	納　入　又　は　修　繕　し　よ　う　と　す　る　も　の　の　種　類

	 eq \o\ad(製作販売業,　　　　　　　　　　)製作販売業
	販　　　　　　　　売　　　　　　　　業
	修　　　繕　　　業

	順位
	種　　　　　　類
	順位
	種　　　　類
	順位
	種　　　　類
	順位
	種　　　　類
	順位
	種　　　　　　類

	
	１　 eq \o\ad(機械器具類,　　　　　　)機械器具類
	
	１　文房具・事務用機器類文房具・事務用機器類
	
	11　油脂・燃料類
	
	21　eq \o \al(\s \up 5(消防資材器),\s \up-5(具類))消防資材器具類
	
	１　 eq \o\ad(自動車修繕,　　　　　　)自動車修繕

	
	２　eq \o \al(\s \up 10(家具・木工具),\s \up 0(類（製造販売),\s \up-10(のみ）))家具・木工具類（製造販売のみ）
	
	２　印　章　類
	
	12　eq \o \al(\s \up 5(衣料・日用),\s \up-5(品類))衣料・日用品類
	
	22　eq \o \al(\s \up 5(皮革・ゴム),\s \up-5(製品類))皮革・ゴム製品類
	
	２　その他の修繕

	
	３　 eq \o\ad(印刷製本類,　　　　　　)印刷製本類
	
	３　用　紙　類
	
	13　百　　　貨
	
	23　eq \o \al(\s \up 5(教育映画・),\s \up-5(教材類))教育映画・教材類
	
	

	
	４　eq \o \al(\s \up 5(看板・標識・),\s \up-5(徽章類))看板・標識・徽章類
	
	４　銅製 eq \o(\s\up 9(じゆう),什)什器類
	
	14　 eq \o\ad(食料品類,　　　　　)食料品類
	
	24eq \o \al(\s \up 5(厨房・暖冷房),\s \up-5(衛生器具類))厨房・暖冷房衛生器具類
	
	

	
	５　 eq \o\ad(縫製品類,　　　　　　)縫製品類
	
	５　eq \o \al(\s \up 5(医療機器・),\s \up-5(医薬品類))医療機器・医薬品類
	
	15eq \o \al(\s \up 5(肥料・飼料・),\s \up-5(雑穀類))肥料・飼料・雑穀類
	
	25　動　　　物
	
	


	
	６　そ　 の　 他
	
	６　写　　　真
	
	16　eq \o \al(\s \up 5(農工具・銅),\s \up-5(鉄類))農工具・銅鉄類
	
	26　eq \o \al(\s \up 5(警察用機器),\s \up-5(類))警察用機器類
	
	

	
	
	
	７　eq \o \al(\s \up 5(光学・理化),\s \up-5(学機器類))光学・理化学機器類
	
	17　eq \o \al(\s \up 5(楽器・運動),\s \up-5(具類))楽器・運動具類
	
	27　eq \o \al(\s \up 10(家具・木工),\s \up 0(具類（販売),\s \up-10(のみ）))家具・木工具類（販売のみ）
	
	

	
	
	
	８　eq \o \al(\s \up 5(電気・通信),\s \up-5(機械類))電気・通信機械類
	
	18　書　　　籍
	
	28　そ　の　他
	
	

	
	
	
	９　eq \o \al(\s \up 10(車両・船舶),\s \up 0(類（二輪車),\s \up-10(を含む。）))車両・船舶類（二輪車を含む。）
	
	19　eq \o \al(\s \up 5(時計・貴金),\s \up-5(属類))時計・貴金属類
	
	
	
	

	
	
	
	10　eq \o \ad(\s \up 5(工作・建設),\s \up-5(・産業機械類))工作・建設・産業機械類
	
	20　eq \o \al(\s \up 5(車両・船舶),\s \up-5(部品類))車両・船舶部品類
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	製作・販売（修繕）の年間実績
	年　別

	 eq \o\ad(直前第２年度分決算,　　　　　　　　　　　　)直前第２年度分決算
	 eq \o\ad(直前第１年度分決算,　　　　　　　　　　　　)直前第１年度分決算
	平均年間製作・販売修繕高
	※審　　査

	
	決算別　
種類別
	年　月から
年　月まで
	年　月から
年　月まで
	年　月から
年　月まで
	年　月から
年　月まで
	
	

	
	
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合　　　　　　　計
	(ア)
	(イ)
	(ア)＋(イ)

２
	

	
	
	
	
	
	


	経　　　　　営
	自己資本の額
	区　　　　　分
	直前決算時
	 eq \o\ad(利益処分,　　　　　)利益処分
（損益処理）
	計
	eq \o \ad(\s \up 5(決算後の),\s \up-5(増減資),　　　　　)決算後の増減資
	合　　　計
	※審　査

	
	
	資本金
	千円
	
	千円
	千円
	千円
	

	
	
	積立金
	
	千円
	
	
	
	

	
	
	次期繰越利益
（次期繰越損失）
	
	
	
	
	
	

	
	
	計
	
	
	
	
	
	


	規　　　　　模　　
	 eq \o\ad(設備等の状況,　　　　　　　)設備等の状況
	区　　　　　分
	機械及び
装置
	船舶
	車両運搬具
	工具及び
器具
	備品
	計
	※審　査

	
	
	(１)　eq \o \ad(\s \up 5(価額),\s \up-5(（取得・製作）))価額（取得・製作）
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	千円
	


	
	
	(２)　減 価 償 却 額
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(１)－(２)価額（現在）
	
	
	
	
	
	
	

	
	経営比率
	流　　動　　資　　産　　(ア)
	流　　動　　負　　債　　(イ)
	流動比率(ア)／(イ)×100
	※審　査

	
	
	千円
	千円
	％
	

	営業年数
	創業
	転　　　廃　　　業　（休　業）
	 eq \o\ad(現組織へ変更,　　　　　　　　　)現組織へ変更
	営業年数計
	※審　査

	
	明
大　　　　年　　月
昭
	年　　　月　　　日から
年　　　月　　　日まで
	明
大　　　　年　　月
昭
	年
	

	従業員の数
	経　験　年　数
	技　術　関　係
	事　務　関　係
	その他（単純労務）
	計
	※審　査

	
	３　年　以　上
	
	
	
	
	

	
	３　年　未　満
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	eq \o \ac(\s \up 5(仕入先),\s \up-5(おもな))おもな仕入先
	
	eq \o \ac(\s \up 5(販売先),\s \up-5(おもな))おもな販売先
	

	摘要
	


　記載上の注意　１　「納入又は修繕をしようとするものの種類」の欄は，該当する種類の番号を○でかこみ，主たる営業種目から順に番号を付すること。ただし，３種類以内とする。
　　　　　　　　２　「※印」欄は記入しないこと。

